
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

一

四

五

号

内
閣
法
制
局
作
成
の
「
憲
法
関
係
答
弁
例
集
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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内
閣
法
制
局
作
成
の
「
憲
法
関
係
答
弁
例
集
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
法
制
局
作
成
の
「
憲
法
関
係
答
弁
例
集
」
（
二
〇
一
四
年
四
月
二
十
三
日
、
辻
元
清
美
に
提
出
）
は
、
憲
法
九
条
解
釈

に
関
し
て
政
府
が
答
弁
す
る
場
合
に
必
要
な
論
理
と
資
料
に
つ
い
て
、
内
閣
法
制
局
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
集
団
的
自
衛

権
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
れ
だ
け
の
解
釈
体
系
の
上
に
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
部
分
だ
け
を
差
し
替
え
れ
ば
済
む
と
い
う
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
現
時
点
で
「
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
」
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
現
段
階
の
憲
法

第
九
条
を
め
ぐ
る
憲
法
解
釈
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

当
該
資
料
に
は
下
記
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
�
）

「
自
衛
隊
」
に
つ
い
て
は
、
「
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
は
、

憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
内
閣
法
制
局
作
成
「
憲
法
関
係
答
弁
例
集
」
一
頁
）
。

（
�
）

「
自
衛
権
発
動
の
三
要
件
」
は
、
「
①
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
武
力
攻
撃

が
発
生
し
た
こ
と
、
②
こ
の
場
合
に
こ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
他
の
適
当
な
手
段
が
な
い
こ
と
、
③
必
要
最
小
限
度

の
実
力
行
使
に
と
ど
ま
る
べ
き
こ
と
」
（
同
一
三
頁
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
我
が
国
の
自
衛
権
の
発
動
が
許

さ
れ
る
の
は
、
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
」
（
同
二
四
頁
）
。一



（
�
）

「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
」
と
は
、
「
基
本
的
に
は
我
が
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
対
す
る
組
織
的
計
画

的
な
武
力
の
行
使
」
（
同
一
八
頁
）
で
あ
る
。

（
�
）

「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
」
の
発
生
時
点
と
は
、
「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で

は
足
り
な
い
が
、
攻
撃
に
よ
る
現
実
の
被
害
の
発
生
ま
で
要
す
る
も
の
で
も
な
く
、
『
武
力
攻
撃
が
始
ま
っ
た
時

（
相
手
方
が
武
力
攻
撃
に
着
手
し
た
時
）
』
」
（
同
二
四
頁
）
で
あ
る
。

（
�
）

「
自
衛
隊
の
行
動
の
地
理
的
範
囲
」
は
、
「
我
が
国
に
対
し
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
あ
る
場
合
、
自
衛
権
の
行

使
と
し
て
認
め
ら
れ
る
限
度
内
に
お
い
て
、
我
が
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
お
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
公
海
、

公
空
に
お
い
て
こ
れ
に
対
処
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
憲
法
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」

（
同
二
九
頁
）
。
ま
た
、
「
武
力
行
使
の
目
的
を
も
っ
て
武
装
し
た
部
隊
を
他
国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
派
遣
す

る
い
わ
ゆ
る
『
海
外
派
兵
』
は
、
一
般
に
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
（
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
自
衛
権
の
行
使
を
超
え
る
）
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
（
同
二
九

頁
）
」
。
「
仮
に
、
他
国
の
領
域
に
お
け
る
武
力
行
動
で
自
衛
権
発
動
の
三
要
件
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
憲
法
上
の
理
論
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
（
同
二
九

二



頁
）
。

（
�
）

憲
法
九
条
第
一
項
の
「
武
力
の
行
使
」
と
は
、
「
基
本
的
に
は
、
我
が
国
の
物
的
・
人
的
組
織
体
に
よ
る
国
際
的

な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
の
戦
闘
行
為
」
（
同
四
三
頁
）
で
あ
り
、
「
武
器
の
使
用
を
含
む
実
力
の
行
使
に
よ
る

概
念
」
（
同
四
九
頁
）
で
あ
る
。
「
同
条
の
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
『
武
力
の
行
使
』
は
、
い
わ
ゆ
る
自
衛

権
発
動
の
三
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
以
外
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
」
（
同
四
九
頁
）
。

（
�
）

憲
法
九
条
第
一
項
の
「
国
際
紛
争
」
と
は
、
「
国
家
ま
た
は
国
家
に
準
ず
る
組
織
の
間
で
特
定
の
問
題
に
つ
い
て

意
見
を
異
に
し
、
互
い
に
自
己
の
意
見
を
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
対
立
し
て
い
る
状
態
を
い
う
」
（
同
二
六
三
頁
）
。

（
�
）

憲
法
九
条
第
二
項
の
「
戦
力
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
「
憲
法
第
九
条
は
、
我
が
国
が
主
権
国
と
し
て
持
つ
固
有
の

自
衛
権
ま
で
否
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
自
衛
権
の
行
使
を
裏
付
け
る
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の

実
力

自
衛
力

を
保
持
す
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
同
条
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
（
同
一
一
七
頁
）
。

ま
た
同
条
第
二
項
で
保
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
「
戦
力
」
と
は
、
「
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力

を
超
え
る
実
力
を
い
う
も
の
」
（
同
一
一
七
頁
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
衛
隊
は
、
憲
法
が
許
容
す
る
自
衛

の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
同
一
一
七
頁
）
。

三



（
�
）

憲
法
九
条
第
二
項
が
否
認
し
て
い
る
「
交
戦
権
」
は
、
「
交
戦
国
が
国
際
法
上
有
す
る
種
々
の
権
利
の
総
称
で

あ
っ
て
、
相
手
国
兵
力
の
殺
傷
及
び
破
壊
、
相
手
国
の
領
土
の
占
領
、
そ
こ
に
お
け
る
占
領
行
政
、
中
立
国
船
舶
の

臨
検
、
敵
性
船
舶
の
だ
捕
等
を
行
う
こ
と
を
含
む
も
の
」
（
同
一
四
三
頁
）
で
あ
る
。
他
方
、
我
が
国
は
「
自
衛
権

の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
当
然
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
使
は
、
交
戦
権
の
行
使
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
」
（
同
一
四
三
頁
）
。

（
��
）

「
集
団
的
自
衛
権
」
は
「
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
、
不
正
の
侵
害
に
対
処
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
国
に
加
え
ら

れ
た
武
力
攻
撃
を
武
力
で
阻
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
国
民
の
生
命
等
が
危
機
に
直
面
し
て

い
る
状
況
下
で
（
個
別
的
）
自
衛
権
を
行
使
す
る
場
合
と
は
異
な
り
、
武
力
の
行
使
を
禁
じ
た
憲
法
第
九
条
の
下
で

な
お
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
法
的
根
拠
は
な
い
か
ら
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
憲
法
上
許
さ

れ
な
い
」
（
同
一
五
一
〜
一
五
二
頁
）
。

（
��
）

「
集
団
安
全
保
障
」
に
つ
い
て
は
、
「
我
が
国
と
し
て
は
、
最
高
法
規
で
あ
る
憲
法
に
反
し
な
い
範
囲
内
で
、
憲

法
第
九
八
条
第
二
項
に
従
い
、
国
連
憲
章
上
の
責
務
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
も
と
よ
り
、
集
団
安
全
保

障
に
係
る
措
置
の
う
ち
、
憲
法
第
九
条
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
『
武
力
の
行
使
』
又
は
『
武
力
に
よ
る
威
嚇
』

四



に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
と
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
」
（
同
一
七

九
〜
一
八
〇
頁
）
。

（
��
）

「
憲
法
と
条
約
の
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
「
憲
法
の
尊
重
擁
護
義
務
を
負
っ
て
い
る
国
務
大
臣
で
構
成
さ
れ
る
内

閣
が
憲
法
に
違
反
す
る
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
背
理
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
条
約
締
結
手

続
が
憲
法
改
正
手
続
よ
り
も
簡
易
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
し
て
、
一
般
に
は
憲
法
が
条
約
に
優
位
す
る
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
国
連
憲
章
と
の
関
係
で
も
同
様
で
あ
る
」
（
同
一
八
〇
頁
）
。

（
��
）

「
国
連
軍
へ
の
参
加
」
に
つ
い
て
は
「
国
連
憲
章
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
に
基
づ
く
国
連
軍
へ
の
我
が
国

の
参
加
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
憲
法
第
九
条
の
解
釈
・
運
用
の
積
み
重
ね
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
必
要
が
あ

る
」
す
な
わ
ち
、
「
①
自
衛
隊
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
組
織
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
憲
法
第
九
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
②
武
力
行
使
の
目
的
を
も
っ
て
武
装
し
た
部
隊
を
他

国
の
領
土
、
領
海
、
領
空
に
派
遣
す
る
い
わ
ゆ
る
海
外
派
兵
は
、
一
般
に
自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る

（
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
自
衛
権
の
行
使
を
超
え
る
）
も
の
で
あ
っ
て
憲
法
上
許

さ
れ
な
い
こ
と
。
③
憲
法
第
九
条
の
下
に
お
い
て
は
、
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
自

五



衛
権
の
行
使
を
除
き
、
武
力
の
行
使
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
我
が
国

に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
対
処
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
国
に
加
え
ら
れ
た
武
力
攻
撃
を
我
が
国
が
実
力
を
も
っ
て
阻

止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
。
④
国
連
の
平
和
維
持
隊
の
目
的
・
任
務
が

武
力
行
使
を
伴
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
平
和
協
力
法
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
五
原
則
（
停
戦
の
合
意
等
）
の
よ
う
な

格
別
の
前
提
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
。
以
上
の
よ
う
な
憲
法

第
九
条
の
解
釈
・
運
用
の
積
み
重
ね
か
ら
推
論
す
る
と
、
我
が
国
と
し
て
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
憲

法
上
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」
（
同
一
八
九
頁
）
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

上
記
（
�
）
〜
（
��
）
に
つ
い
て
現
時
点
で
の
政
府
の
解
釈
に
変
わ
り
は
な
い
か
。
変
更
が
あ
れ
ば
、
変
更
箇
所
と
変
更

し
た
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
集
団
的
自
衛
権
は
、
国
連
憲
章
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
た
概
念
で
あ
り
、
昭
和
三
十
年
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容

等
に
つ
き
な
お
議
論
が
あ
っ
た
」
（
同
一
五
二
頁
）
と
あ
る
が
、
「
実
力
の
行
使
で
あ
っ
て
も
他
国
の
領
域
以
外
で
な
ら
許

さ
れ
る
」
と
述
べ
た
答
弁
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
存
在
す
る
か
。

六



三

昭
和
三
十
年
代
に
お
け
る
政
府
見
解
は
、
「
当
時
の
政
府
答
弁
で
も
、
仮
に
集
団
的
自
衛
権
に
実
力
の
行
使
以
外
の
も
の

が
含
ま
れ
る
に
し
て
も
、
『
武
力
行
動
』
、
す
な
わ
ち
実
力
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
域
を
問
う
こ
と
な
く
、
憲
法
第

九
条
の
下
で
は
許
さ
れ
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
「
そ
の
後
、
学
説
等
に
お
け
る
議
論
が
深
め
ら
れ
、
今
日
に
お
い
て

は
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
『
自
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
外
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
、
自
国
が
直
接
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
力
を
も
っ
て
阻
止
す
る
国
際
法
上
の
権
利
』
で
あ
る
と
す
る
理
解
が
、
一
般
に
定
着
し
た
こ
と
か

ら
、
政
府
と
し
て
は
、
基
地
提
供
そ
の
他
の
便
宜
の
供
与
は
、
他
国
の
軍
隊
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
集

団
的
自
衛
権
の
行
使
に
当
た
ら
ず
、
憲
法
第
九
条
の
禁
ず
る
と
こ
ろ
で
も
な
い
と
解
す
る
一
方
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と

し
て
の
実
力
の
行
使
は
、
そ
の
地
域
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
憲
法
第
九
条
の
下
で
は
許
さ
れ
な
い
と
解
し
て
き
た
」
（
同
一

五
二
〜
一
五
三
頁
）
で
間
違
い
な
い
か
。

四

「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
以
外
に
自
衛
隊
が
そ
の
実
力
を
行
使
し
た
場
合
は
「
我
が
国
を
防
衛

す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
」
を
超
え
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
自
衛
隊
は
憲
法
第
九
条
第
二
項

で
保
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
戦
力
」
と
な
り
、
す
な
わ
ち
違
憲
と
な
る
と
い
う
解
釈
で
間
違
い
な
い

か
。

七



五

「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
」
以
外
に
自
衛
隊
が
そ
の
実
力
を
行
使
し
た
場
合
は
「
我
が
国
を
防
衛

す
る
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
」
を
超
え
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
行
使
は
「
自
衛
権
の
行

使
」
で
は
な
く
憲
法
第
九
条
第
二
項
で
否
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
交
戦
権
の
行
使
」
と
な
る
と
い
う
政
府
見
解
で
間
違

い
な
い
か
。

六

「
憲
法
関
係
答
弁
例
集
」
に
は
「
仮
に
憲
法
第
九
条
が
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
禁
じ
て
い
な
い
と
解
す
る
と
し
た
場

合
、
同
条
第
二
項
の
戦
力
の
不
保
持
や
交
戦
権
の
否
認
の
規
定
と
の
関
係
を
整
合
性
を
保
ち
つ
つ
理
解
す
る
こ
と
も
困
難
に

な
る
」
（
同
一
五
二
頁
）
と
あ
る
が
、
何
が
ど
の
よ
う
に
困
難
に
な
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

七

自
衛
権
発
動
の
三
要
件
で
あ
る
「
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
こ
と
」
を
「
我
が
国
お
よ
び
我
が
国
と
密

接
な
関
係
に
あ
る
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
こ
と
」
と
解
釈
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
か
。
そ
う
解
釈
し
た
場

合
、
上
記
（
�
）
〜
（
��
）
に
つ
い
て
の
政
府
見
解
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。
個
々
に
説
明
さ
れ
た
い
。

八

「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
」
の
発
生
時
点
を
「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
」
と
解
釈
変
更

す
る
こ
と
は
可
能
か
。
そ
う
解
釈
し
た
場
合
、
上
記
（
�
）
〜
（
��
）
に
つ
い
て
の
政
府
見
解
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。
個
々

に
説
明
さ
れ
た
い
。

八



九

「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
」
の
北
岡
伸
一
座
長
代
理
は
、
憲
法
第
九
条
第
一
項
に
お
け
る

「
国
際
紛
争
」
を
「
日
本
が
当
事
者
で
あ
る
国
際
紛
争
を
指
す
と
解
す
べ
き
だ
」
（
二
月
二
十
一
日
、
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
会

見
）
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
変
更
は
可
能
か
。
そ
う
解
釈
し
た
場
合
、
上
記
（
�
）
〜
（
��
）
に
つ
い
て
の

政
府
見
解
は
ど
う
変
わ
る
の
か
。
個
々
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

九


